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今号では、去る７月４日に開催された統合委員会での協議内容を中心にお知らせします。 

 

 

第六中学校と第十一中学校との統合は、該

当校をいずれも廃止し、統合校を新しい名称

の新設校として設置することを原則としてい

ます。このため、統合委員会として、新しい学校にふさわしい名前を協議しており、最終的には今年

度中に意見を取りまとめていきたいと考えています。 

統合委員会では、新しい学校の名前を協議するにあたり、関係する小・中学校の児童・生徒やその

保護者の方、地域の皆さまなどから、新しい学校にふさわしい名前を募集することとしました。 

なお、新しい名前についての協議状況についても、このニュースでお知らせしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募された校名については、応募数の多かった上位２０位程度までとそれ以外に分けたうえで、

個々の校名についての応募数は明らかにせずに、すべてが統合委員会報告されます。 

皆さんとともに、新しい学校名を考えていきます。是非ご応募ください。 

 

１．応募用紙の配布 

(１)児童・生徒、保護者(第六・第十一中学校、野方・啓明・北原・丸山・沼袋小学校) 

このニュースに応募用紙が付いています。その用紙をお使いください。 

(２)地域住民等 

新井・沼袋・野方地域センター、第六・第十一中学校に備え付けの応募用紙をご使用く

ださい。 

２．校名の制限 

(１)文字の制限 

漢字またはひらがなを使用してください(併用可)。 

(２)名称の制限 

現在使用している「第一」～「第十一」、「中央」、「中野富士見」、「北中野」は使用でき

ません。 

３．応募の方法 

上記１の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、次の場所に設置してある応募箱に投函して

ください。 

応募箱設置場所･･･新井・沼袋・野方地域センター、第六・第十一中学校 

※ 第六・第十一中学校、野方・啓明・北原・丸山・沼袋小学校の児童・生徒、保護者の

方は、担任の先生に提出することができます。 

４．応募期限 

平成１８年９月８日(金) 

募集はこの方法で行います 

新しい学校の名前を募集します 
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学校の統合にあわせて、統合新

校の校舎として使用する第十一

中学校校舎の改修工事が行われ

ます。前回この改修工事の概要について区から説明を受けましたので、それに対する意見を取りまと

め、教育委員会に報告することとしました。内容は概ね次のとおりです。 

校舎についての意見を取りまとめました

１．エレベータの設置 

肢体不自由の障害学級(たんぽぽ学級)の子ど

もたちが通常の学級の子どもたちと交流する等

のためのエレベータの設置 

２．特別教室への冷房設置 

理科室、家庭科室、美術室等への冷房の設置 

３．ＰＴＡ室への冷暖房の設置 

４．体育館地下の環境改善 

かび臭い環境の改善 

５．高機能な学習環境の整備 

校内ＬＡＮの構築にあわせて、すべての教室に

1 人に１台のパソコンを配置する等の整備 

パソコンとディスプレイを設置したり、教職員

６．緑化に伴う維持費の担保 

接道緑化、芝生化、屋上緑化等の際の維持費の担保 

 

 

標準服についての検討を始めました
統合委員会では、校名の検討に並行し

て、新しい学校にふさわしい標準服につ

いて検討を始めました。 

今回の統合委員会では、最初に標準服が必要かどうかについて協議しました。委員からは、次のよ

うな意見が出されました。 

・ 生活指導面、経済面など様々な面から標準服があった方が望ましい。 

・ 女子については、ズボンなどが選べるようにすると良い。 

・ 一つのものを押し付けるのではなく、いくつかの選択肢を持った方が良い。 

・ 生徒も魅力的な標準服を望んでいる。 

・ 標準服を定めない学校をつくるという考えもある。 

・ 統合に際して標準服の変更に伴う経費については区に負担してもらいたい。 

これらの意見を踏まえ、協議した結果、標準服を制定することを前提に、次回までに第六・第十一

中学校で教職員やＰＴＡ役員に対して、標準服についての希望等を聞き、取りまとめることとしまし

た。次回、その内容について報告を受け、どのような標準服が望ましいか、協議します。 
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次回の統合委員会は、 
・９月 20 日(水) 

に開催する予定です。 

 


